
関西圏における「いちご王国・栃木」展示商談会出展事業 

「FOOD STYLE Kansai 2025」出展事業者募集要領 

 
県では、県産農産物や県内事業者が製造する食品等の魅力発信及び、関西圏への販路開拓・拡

大を支援するため、関西における食品等の展示商談会「Food STYLE Kansai 2025」に「いちご王

国・栃木」として出展することとしましたので、下記のとおり出展者を募集します。 

 
１．出展する展示会 

出展する展示会は次のとおりとする。 

（１） 名称：FOOD STYLE Kansai 2025 

（２） 主催：FOOD STYLE Kansai実行委員会 

（３） 会場：インテックス大阪 

（４） 会期：令和７（2025）年１月22日（水）～23日（木） 

 

２．出展の要件 

出展者は、次の各号に該当するものとする 

（１）栃木県内に本社（事務所）や事業所を有する事業者又は県産農産物の生産、販売を営ん  

でいること。 

（２）関西圏に向けての販路拡大に熱心であること。 

（３）他の出展者と共同して栃木県をＰＲできる事業者であること。 

（４）開催期間中、商談担当者が出展ブースに１名以上常駐できること。 

 

３. 出品物 

  出品物は、次の各号に該当するものとする。 

（１） 農産物に当たっては、県内で生産されたものであること。 

（２） 加工品に当たっては、原材料に県産農産物を使用し、又は製造若しくは加工の最終段

階を県内で行い、自社製品として販売するものであること。 

（３） 製造に当たっての許可、認可が必要なものについては、その基準を満たすことを証明

できる製品であること。 

（４） 取引の促進及び販路の拡大を推進しようとする製品であること。 

（５） 食品関連法規等を遵守している製品であること。 

 

４．出展規模及び募集出展者数 

（１）１事業者あたりの出展規模は机１台分程度とするが、１事業者あたりの出展規模は出

展者数により変更する場合がある。また、ガスを使用した調理は行わないものとし、

手洗い設備は共同利用施設を利用するものとする。 

（１事業者想定スペースW２m×D２m） 

（２）出展募集数は10者程度とし、出展ブースの形状や全体装飾等については、出展者決定

後に出展品目等を考慮し県が決定する。 

 

５．出展者負担金 

（１）出展小間料は全額を県が負担する。 

（２）各出展者の展示に係る什器や備品、追加装飾等については各出展者の負担とする。ま

た、交通費や宿泊費、人件費、輸送費、試食等のサンプル費等の出展に係る費用につ

いても同様とする。 



６．出展申込方法 

別紙、出展申込書に必要事項を記入の上、下記まで E-mail または郵送により申し込むこととす 

る。申込期限は、令和６年８月15日（木）までとする。 

 

【申込先】〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１丁目1－20 

栃木県農政部経済流通課農産物ブランド推進班 宛て 

E-mail：brand-senryaku@pref.tochigi.lg.jp  

 

７．出展者の決定 

（１）出品物の特徴、展示商談会でのＰＲ方法等を応募書類により総合的に判断し、県が出展者

を決定し、出展申込者に通知する。なお、審査の状況・採択結果に関する問い合わせには

応じないものとする。 

（２）出展決定通知を受け取った後の出展取消しは、原則として認めない。 

 

８．出展に係る説明 

効果的な出展及び円滑な出展準備を行うため、出展決定後に出展者向けの説明動画を配信する。 

 

９. その他 

社会情勢等の変化により、出展に係る内容等に変更が生じる場合がある。 

 

10．問い合わせ先 

栃木県農政部経済流通課農産物ブランド推進班 

TEL:028-623-2298 

E-mail：brand-senryaku@pref.tochigi.lg.jp 

tel:028-623-2298

